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舗装施工管理技術者 資格者証再交付の手引き 

1．資格者証の再交付 

資格者証を紛失または汚損した方は、資格者証の再交付申請を行うことにより、新たな資格者証

の交付を受けることができます。 

なお、資格者証の紛失から時間が経過して登録の有効期間を過ぎ、失効してからの再交付申請は

できません。 

登録の有効期間内である（失効していない）かどうか不明の場合は、ご本人が道建協 検定企画

課に電話でお問い合わせ下さい。 

2．資格者証の再交付手数料 

再交付手数料は、6,000 円（消費税含む）です。 

3．資格者証の再交付申請手続き 

（1）再交付申請書類の提出 

図-再交付の流れに従い資格者証の再交付申請書を作成し、必要に応じ添付書類とともにＡ４サ

イズの封筒に入れて、必ず、簡易書留郵便で郵送して下さい。 

 

(注)写真は，資格者証に転写しますので、証明写真等精細なものをご用意下さい。
　(デジカメ等によるスナップ写真で､顔が小さいもの､不鮮明なもの､普通紙による印刷したもの等は､受付できません｡)

図－再交付の流れ

郵便局で登録手数料振込

印刷した再交付申請書に写真(注)を貼り、振替払込請求書兼受領証を貼付欄に
貼って、必要に応じ添付書類とともにＡ４サイズの封筒に入れて簡易書留で郵送

(一社)日本道路建設業協会のホームページにアクセス
http://www.dohkenkyo.or.jp/

各種申込書作成システムにアクセスし、指示に従って必要事項を入力
（トップページの画面なかほどに赤いボタンがございます）

システムで作成した内容を画面上で確認のうえ、再交付申請書(PDF)を印刷
（入力しただけでは申請したことにはなりません）

※インターネット上で｢再交付申請書」の作成ができない方は、事務局まで電話でお問い合わせ下さい。

再交付申請書内容、添付書類等審査

資格者証交付(住民票住所宛に送付)

・資格者証の交付は年４回（3,6,9,12月の 終営業日に〆切り、その翌々月上旬に発送）です。

資格者証の作成
(申請書提出後に住所等に変更が生じた場合は、事務局にお問合せ下さい）
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（2）資格者証の再交付申請受付 

資格者証の再交付申請は、随時受け付けています。 

ただし、資格者証の交付の関係で、申請受付け締切りは年 4回（3月、6月、9月、12 月の各月

末必着）となっています。 

なお、締切日が土曜、日曜、祝・休日に重なる場合は、その前の平日に締め切ります。 

（3）資格者証の再交付 

資格者証は、年 4回、申請受付け締切りの翌々月上旬に再交付（簡易書留で郵送）します。 

（4）資格者証の登録日および有効期間 

再交付する資格者証の登録日および有効期間は、交付されていた（または交付されている）資

格者証と同じです。 

 
4．再交付申請に必要な書類 

（1）再交付申請書 

再交付申請書は、道建協のホームページに設置する「舗装施工管理技術者資格 各種申込書類

インターネット作成システム」内の｢資格者証再交付メニュー｣から作成できます。 

① 資格者証再交付メニューにアクセスし、指示に従って必要事項を入力すると、 後にＰＤ

Ｆファイルがダウンロードできます。このＰＤＦファイルを印刷したものが｢再交付申請書｣

になります。 

② 再交付申請書に(3)に示す写真を貼付し、氏名欄に押印して下さい。 

 (注) システムに入力しただけでは申請したことにはなりません。必ず印刷のうえ、申請書を

郵送にて提出して下さい。 

 

（2）振替払込受付証明書 

ＰＤＦファイル内の払込取扱記入例を参考に、郵便局に備え付けの｢払込取扱票｣を使用し個人

別に払い込み、郵便局の証明印が押された振替払込請求書兼受領証またはそのコピーを、ＰＤＦ

ファイル内の｢振替払込受付証明書｣貼付欄にはがれないようにのり付けして下さい。 

 

（3）写真  1 枚（たて 4.5cm×よこ 3.5cm、首から上、正面、無帽、無背景の証明写真） 

写真裏面には何も記入せず、指定の貼付欄にはがれないように全面のり付け（セロテープ留め

は不可）して下さい。 

資格者証への取込みが困難な写真は不備（再提出）となります。 

写真不備とならないよう、以下の注意書きを守り、良好な証明写真を提出して下さい。 

1） 6 ヶ月以内に、申請者ご本人だけを撮影したもの。 
2） カラー光沢（絹目は不可）で鮮明なもの。 
3） メガネのレンズに光が反射していないこと。 
4） サングラス(偏光レンズ含む)、マスク、ヘアバンドなどを着用していないこと。 
5） 変色、キズ、汚れ、のりの付着、裏面記入による凹凸などがないこと。 
6） スナップ写真でないこと。 
7） デジタル写真は、不鮮明なものが多いため不可。 
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（4）登録事項に変更があった場合の添付書類 

変更する登録事項 添付書類（各 1 通、コピーは不可） 

氏    名 戸籍抄本 

本  籍  地 H26 年度より書類の提出は不要となりました 

住    所 住民票（法改正により外国籍の方も、住民票が必要） 

勤  務  先 不要 

※ 転居ではなく、市町村合併等により住所が変わった場合は、住民票（コピー可）または、新旧住所
が確認できる市町村長発行の証明書（市制施行証明書等、コピー可）を添付して下さい。 

 

 

※インターネット上で｢再交付申請書」の作成ができない方は、事務局まで電話でお問い合わせ下さい。 

 

 

【申請書類の提出先および問合せ先】 

一般社団法人日本道路建設業協会 検定企画課 
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2－5－1 東京建設会館 3階 
TEL 03－6280－5038 FAX 03－6280－5040 

ホームページ http://www.dohkenkyo.or.jp 

 


